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序　　　　　文

　メキシコ合衆国女性の健康プロジェクトは、メキシコ合衆国で女性の死亡原因全体のなかで

も第３位を占めかつ、リプロダクティブ・ヘルス分野の取り組みのなかでも最重要課題のひとつ

となっている子宮頸がん対策を担うべく、ベラクルス州をモデル州とした子宮がん検診の受診

率の向上と細胞診診断システムの改善を目的として、1999年７月１日～2004年６月30日の５年

間の予定で開始されました。

　このたび、独立行政法人 国際協力機構は、本件実施に係る討議議事録に基づく協力期間が、

2004 年６月 30日をもって終了するのに先立ち、これまでの協力内容などの評価を実施し、本分

野における成果の進展と自立発展性の確保への提言を行うため、2003年 10月 30日～ 11月 19日

までの日程で、沖縄県 公立久米島病院 院長〔沖縄県福祉保健部医療技監（国内委員長）〕平良

健康氏を団長として、終了時評価調査団を派遣しました。

　本報告書は、上記調査の結果を取りまとめたものです。ここに本調査にご協力を賜りました

関係各位に深甚なる敬意を表します。

　平成 16 年３月

独立行政法人 国際協力機構
理事　松岡　和久





評価調査結果要約表

１．案件の概要

国　名 ：メキシコ合衆国

分　野 ：保健医療

所轄部署：独立行政法人 国際協力機構

　医療協力部 医療協力第二課

案件名 ：女性の健康プロジェクト

援助形態：技術プロジェクト

援助金額（評価時）：４億2,000万円

先方関係機関 ：保健省、ベラクルス州保健局

日本側協力機関：沖縄県他

他の関係協力：

協力期間 （R／D）：1999年４月署名
　1999年７月１日～
2004年６月30日

１－１　協力の背景と概要

　メキシコ合衆国（以下、「メキシコ」と記す）では婦人科がん、特に子宮頸がんによる死亡が大

きな問題となっており、25歳以上の女性のがんによる死亡件数のなかでは子宮頸がんによるもの

が最も多く、女性の死亡原因全体のなかでも第３位（1995年）を占めている。このため同国保健

省は子宮頸がん対策を最重要課題のひとつとしている。子宮頸がんによる死亡が多い理由として、

女性の保健衛生及び子宮頸がんの知識不足、子宮頸がんの早期発見に必要な細胞診診断システ

ムの未整備が問題となっている。これらの状況の下、メキシコ保健省はベラクルス州をモデル

州として、子宮がん検診の受診率の向上と、細胞診診断システムの改善を目的としてプロジェク

トを計画し、我が国に対し協力を要請した。

１－２　協力内容

（1）上位目標

ベラクルス州における子宮頸がんによる死亡率が減少する。

（2）プロジェクト目標

ベラクルス州保健局（SESVER）管轄内における子宮頸がんの早期発見数が増加する。

（3）成　果

・子宮頸がん検診を主体的に受診する女性の数が増加する。

・子宮頸がん検診において細胞診診断部門のサービスの質が向上する。

（4）投　入（評価時点）

 日本側：

長期専門家派遣 10名 機材供与 １億4,998万 2,000円

短期専門家派遣 26名

研修員受入 18名 ローカルコスト負担（現地活動費） 6,263万 5,000円

 相手国側：

カウンターパート（C／P）配置 21名

土地・施設提供　有（プロジェクトオフィス）　ローカルコスト負担　電気、水道代、消耗



２．評価調査団の概要

（担当分野：氏名及び職位）

団長／総括、地域保健 ：平良　健康 沖縄県 公立久米島病院  院長

沖縄県 福祉保健部 医療技監（国内委員長）

団員／協力企画 ：坪井　　創 独立行政法人 国際協力機構 医療協力部

医療協力第二課 職員

団員／評価分析 ：和田　泰志 アイ・シー・ネット 株式会社

シニアコンサルタント ラテンアメリカ事務所長

2003年 10月 30日～2003年 11月 19日 評価種類：終了時評価

３．評価結果の概要

調査者

調査期間

３－１　実績の確認

　実施プロセスにおいて、一部活動がプロジェクトの枠組みを踏み越えた部分は認められたが、

それらを含めた活動による正の効果が発現していることや、子宮頸がん対策プログラムなど政策

上の支援が得られたことから、プロジェクト目標はプロジェクト期間中にほぼ達成されると考え

られる。

３－２　評価結果の要約

（1）妥当性

メキシコ政府は保健政策を重要視しており、また現時点での国家保健プログラムで子宮

頸がん対策が行動指針のひとつに取り上げられていることから、国家レベルで本プロジェ

クトの重要性は保たれている。州レベルでは2004年の新州知事着任とともに保健分野の政策

も更新されるが、上述のように国家レベルでの重要性は確保されているため、州レベルにお

いても子宮頸がん対策プログラムは現在の重要性を保たれると思われる。論理関係の妥当性

について、健康教育･細胞診両分野について、一部論理性が確保されていないところがある。

プロジェクトの論理的な枠組みに従えば、健康教育は２次予防領域に、細胞診分野では診断

領域に限定するべきであった。

（2）有効性

細胞診は１度だけの受診では十分でないことを９割以上の女性が知っており、子宮頸がん

の認知度は３割から６割に上昇、また、自身の健康を守ろうとする意識をもつ女性も９割以

上に達しており、ベラクルス州の女性の健康意識は高まったと考えられる。細胞診分野では

検体の擬陽性、擬陰性数が激減し、適性標本数も５割強から７割にまで改善された。検査

結果の返却期間もプロジェクト開始以前は６～８か月かかっていたものが、現在では半数

が21日以内に返却できるようになった。これらの結果、州保健局管轄内で発見される早期

に発見される子宮頸がんの数はプロジェクト目標である５倍に達しており、目標の達成度

は高い。

品購入

その他



（3）効率性

プロジェクトで投入された機材は、細胞診分野の機材がほとんどでそれほど高価なもの

はない。また、健康教育分野の機材は非常に少ない。機材の利用状況はおおむね良好で利

用度も高い。投入時期も活動に合わせて行われており適当であった。これらの投入に対し、

子宮頸がんの早期発見率をはじめ、各指標の改善度合いは高く、効率性は高いと考えられ

る。

（4）インパクト

終了時評価調査の実施時点で入手した子宮頸がんによる死亡率に大きな変化はみられな

かった。一般に子宮頸がんは、早期段階から死に至るまでに数年かかることから、プロジェ

クト実施のインパクトが上位目標レベルで確認されるまでには至っていないと考えられる。

（5）自立発展性

政策支援継続の見込みに関しては、現政権が女性のがん対策に力を入れていることから、

今後も政策支援を期待できる。実施機関の組織能力について、研修受講生の定着率が現時点

では高く、また研修を通して職員のモチベーションが高まっていることから、組織能力につ

いても自立発展性は期待できる。健康教育分野の技術の定着度や普及の仕組みついては、

受講生は何らかの形で習得した知識・技術を業務に活用していることが推測されることか

ら、職員個人レベルでは技術・知識は定着してきている。しかし、習得した技術や経験を

組織的に体系化するには至っておらず、それらは組織の財産とはなっていないことから、こ

の意味での技術・知識の定着度は低い。これまで研修を通して導入された技術・知識を整理

し、教材やマニュアルとして蓄積すれば自立発展性は高まる。今後、住民への保健サービス

の更なる充実を図っていくためには、住民のニーズを吸い上げ、政策･プログラムレベルに

フィードバックしていくことが重要である。本プロジェクトで実施された研修には、そのた

めに役立つ技術や知識を含んでいることから、これを体系化して組織的に運用することによ

り、技術・知識の定着度及び普及度はより高まると考えられる。

細胞診診断技師・染色技師の技術向上は確認されており、病理医との連携強化により更に

診断の質は向上している。自立発展性の確保に向けてよい方向に進んでいる。さらに自立発

展性を確かなものにするためには、細胞診診断システムをより成熟させる必要がある。今後

は細胞診診断の結果を最終診断結果である組織病理の診断結果とつき合わせ、本来の意味で

の誤診を減少させていく必要がある。誤診は細胞診診断しそして染色技師へと返るため、

関係者はそれぞれの役割の重要性を認識するようになる。再チェックの結果は再び病理医へ

と戻るため、病理医もまた責任をもった診断が要求される。このように関係者が有機的に

結びついたシステムのなかで診断の質は向上する。自立発展性の確保にこのシステムの構築

が望まれる。

３－３　効果発現に貢献した要因

（1）計画内容に関すること

・健康教育で「カスケード方式」（中間技術者への技術移転を通して最終受益者まで便益を



浸透させる方式）を採用したこと。

・（メキシコ側の）子宮頸がんプログラム実施時期と本プロジェクト実施時期が一致してい

ること。

（2）実施プロセスに関すること

・ディスプラジア・クリニックへの機材供与。

３－４　問題点及び問題を惹起した要因

（1）計画内容に関すること

・C／P機関の機能を十分把握していなかった。

・プロジェクトの枠組みが明確でなかったこと。

（2）実施プロセスに関すること

・モニタリングが適切に行われなかったことに加え、それに関するJICAからのサポートがな

かったこと。

・プロジェクト管理に関する現場責任者としてのチーフ・アドバイザーの不在期間があった

こと。

３－５　結　論

・実施プロセスにおいて、活動が計画の枠組みを一部越えたことはあったが、メキシコ側プロ

グラムとの連携効果により、プロジェクト目標は達成した。

・健康教育分野では、カスケード方式の研修を通じた保健チームの活性化が地域レベルの保

健従事者の感受性を高めた。ヘルスプロモーション課の活動との相乗効果により、細胞診の

受診者数が増加した。細胞診分野では、誤診率の低下、適性標本数の増加、検査結果返却期

間の短縮などの目標がほぼ達成され、残る課題についてもプロジェクト期間内に達成可能

と思われる。

・計画と活動に乖離が生じ、プロジェクト管理に教訓を残した。

・プロジェクトで蓄積された知識や経験の体系化が必要である。

･プロジェクトの成果として、早期がんの発見数の増加とともに、進行がんの発見数も増加す

る。進行がん患者に対する適切な処置のためには、発見されたがんに対する追跡体制と治

療体制の整備が重要であり、加えて終末期医療･疼痛緩和処置など、総合的な医療サービス

が求められる。

３－６　提　言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）

・カスケード方式は有効である。伝達研修の実施事例を継続的にモニタリング・評価し、

結果を取りまとめてモデル化するべきである。

・細胞診診断と治療にかかわる専門職は細胞診診断に責任があり、その重要性について共通

認識がもてるよう、セミナー・研修会・症例検討会などに共同参加する機会を増やすべきで

ある。

･細胞診診断の精度向上のために、陰性例と判断される場合についても、細胞診診断及び病



理医が相互に責任をもてるようなシステムの整備が望ましい。

・細胞染色と細胞診診断は本来不可分な業務であり、染色技師及び細胞診診断技師は一定

の相互研修を経て統合されていくことが望ましい。

・プロジェクトを通して養成された人的資源と供与機材が、子宮頸がんプログラムのなかで使

用され続けることが、長期的に目的を達成し続けるための必要条件である。

・プロジェクトの成果の伝播について、まずはプロジェクトの成果の体系化を行う。他州への

伝播にあたっては保健省がイニシアティブをとって事前調整を行う。近隣他国への伝播にあ

たっては外務省科学技術協力局とJICAメキシコ事務所がイニシアティブをとり事前調整する

ことが必要である。

３－７　教　訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄）

・プロジェクトの立ち上げ段階では、協力相手側の仕組みや状況について十分な時間をかけて

理解をもつこと、そのうえで無理のない協力計画、アプローチを模索することが、効果的な

協力のみならず相手側オーナーシップ及び自立発展性の向上のための条件となる。

・JICAの技術協力プロジェクトの実施においては、プロジェクト・デザイン・マトリック

ス（PDM）が固定化して実際の活動と乖離することを避けるべき。そのためにプロジェクト

チームはモニタリングを通してPDMを適切に修正する必要がある。計画と活動に乖離が起き

た場合には、プロジェクト運営管理に責任をもつJICAが中心となって、その調整を行うべき

である。

･細胞診分野での大きな成果は、メキシコ側の子宮頸がんプログラムと日本側技術協力の相乗

効果によるものである。相手国側の新たな政策･システムの導入に伴う補完的支援（技術協

力）は大きな成果に繋がる。

３－８　フォローアップ状況

　協力は当初予定どおりに終了する予定。本プロジェクトで取り組まれた子宮頸がん対策はメキ

シコ国家プログラムであり、ベラクルス州における成果が高い評価を受けたことから、今後同様

の取り組みがメキシコ国内他州へ波及することが予想される。



－ 1－

第１章　終了時評価調査の概要

１－１　調査団派遣の経緯と目的

　メキシコ合衆国（以下、「メキシコ」と記す）では、25歳以上の女性のがんによる死亡件数の

なかでは子宮頸がんによるものが最も多く、1995年においては女性の死亡原因全体のなかでも

第３位を占めている。このため同国保健省はリプロダクティブ・ヘルス分野の様々な取り組みの

なかでも、子宮頸がん対策を最重要課題のひとつとしている。

　子宮頸がんによる死亡が多い理由として、女性の保健衛生及び子宮頸がんに関する知識の不

足とともに、子宮頸がんの早期発見に必要な細胞診診断システムの未整備（人材・機材の不足）

が問題となっている。これらの状況の下、メキシコ保健省はベラクルス州をモデル州として、子

宮がん検診の受診率の向上と細胞診診断システムの改善を目的としてプロジェクトを計画し、

我が国に対し技術協力を要請した。これを受けて、1999年７月１日～2004年６月30日の５年間

の予定で「メキシコ合衆国女性の健康プロジェクト」が開始された。

　プロジェクト開始から約４年半を経過した時点で、これまでの協力事業の成果を評価し、プロ

ジェクト終了後のメキシコ政府による成果の継続に向けた提言を行うことを目的として、終了

時評価調査団を派遣し、以下の４点につき、メキシコ側評価委員とともに「合同評価委員会」を

構成し、評価調査を実施することとなった。

1）　プロジェクト関係者との意見交換、関連地域及び施設視察、資料の収集・分析等によりプ

ロジェクトの協力成果の確認と各種成果指標の達成状況を把握する。

2）　プロジェクト終了後の現地実施体制の確認及びメキシコ側活動方針を確認する。

3）　これらの協議結果を基に、プロジェクト終了後の自立発展性確保に向けた残る協力期間内

の活動への提言、メキシコ側関係機関への提言を行う。

4）　一連の協議を通じた調査結果を「合同評価レポート」として作成し、合意文書（ミニッツ）

に取りまとめる。

１－２　調査団の構成と調査期間

　調査団の構成は以下のとおりである。

分　野

団長／総括

地域保健

団員／協力企画

団員／評価分析

氏　名

平良　健康

坪井　　創

和田　泰志

所　属

沖縄県 公立久米島病院 院長

沖縄県 福祉保健部 医療技監（国内委員長）

独立行政法人 国際協力機構 医療協力部 医療協力第二課

職員

アイ・シー・ネット 株式会社

シニアコンサルタント ラテンアメリカ事務所 所長

　調査期間は以下のとおりである。

　2003 年 11月６～ 19日（本邦発着日程。和田団員のみ 10月 30日～ 11月 19日。詳細は付属資

料を参照）。
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１－３　対象プロジェクトの概要

（1）プロジェクト名

（和）女性の健康プロジェクト

（英）Reproductive Health Project

（西）Proyecto de Salud para la Mujer en la Prevención de Cáncer Cérvico Uterino México-Japón

 ※　略称：Proyecto de Salud para la Mujer México-Japón

（2）協力期間

1999 年７月１日～ 2004 年６月 30 日

※討議議事録（R ／ D）署名：1999 年４月 15 日

（3）プロジェクトサイト

　　ベラクルス州ハラパ市（州都）

（4）実施機関名

・日本側：独立行政法人 国際協力機構（JICA）

※　国内支援体制 - 国内協力機関：沖縄県 福祉保健部

- 国内協力機関：社団法人 沖縄県 看護協会

・メキシコ側：保健省子宮頸がん予防・対策局、ベラクルス州保健局（SESVER）

（5）対象地域

ベラクルス州全域

（6）ターゲットグループ

ベラクルス州全域の女性

（7）協力要請背景

　　我が国はメキシコ政府の要請に基づいて、1992 年４月～ 1998 年３月までの６年間（うち

1997 年４月～ 1998 年３月の１年間はフォローアップ）にわたり、「家族計画・母子保健プロ

ジェクト」を実施し、メキシコ版母子手帳の試行的導入などを通じて、同国における母子保健

サービスの向上に貢献した。

　　一方、同国では新たに婦人科がん、特に子宮頸がんによる死亡が大きな問題となってお

り、25 歳以上の女性のがんによる死亡件数のなかでは子宮頸がんによるものが最も多く、

1995年においては女性の死亡原因全体のなかでも第３位を占めている。このため同国保健省

は現在、リプロダクティブ・ヘルス分野の様々な取り組みのなかでも、子宮頸がん対策を最重

要課題のひとつとしている。

　　子宮頸がんによる死亡が多い理由として、女性の保健衛生及び子宮頸がんに関する知識の

不足とともに、子宮頸がんの早期発見に必要な細胞診診断システムの未整備（人材・機材の不

足）が問題となっている。これらの状況の下、メキシコ保健省はベラクルス州をモデル州と

して、子宮がん検診の受診率の向上と、細胞診診断システムの改善を目的としてプロジェクト
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を計画し、我が国に対し協力を要請した。

　　これに対し我が国は、1998 年１月事前調査、10 月短期調査を行い、1999 年４月 R ／ D 署

名・交換を行った。

（8）プロジェクト要約〔PDM（バージョン４）に基づく〕

1）　上位目標

　　ベラクルス州における子宮頸がんによる死亡率が減少する。

2）　プロジェクト目標

　　SESVER 管轄内における子宮頸がんの早期発見数が増加する。

3）　成　果

・子宮頸がん検診を主体的に受診する女性の数が増加する。

・子宮頸がん検診において細胞診診断部門のサービスの質が向上する。

4）活　動

０．子宮頸がんに関するベースラインサーベイを行う。

０－１．子宮頸がんの社会的・文化的背景要因を調査する。

０－２．子宮頸がんに関する地域のニーズを調査する。

１－１．住民レベルの保健サービス担当者が、子宮頸がんの啓発・普及を含むサービス提

供に必要なスキルや知識を習得する（子宮頸がんの啓発・普及を含む）。

１－１－１．保健チームを対象に業務に必要な知識・スキルの習得を目的とした研修を

実施する。

（1）看護管理者研修（保健チームの上司に、指導員の行う公衆衛生活動の重要性を十

分理解させる）。

（2）セルフエスティーム形成健康教育手法研修の実施（住民の健康に関する意識の

転換を促すスキル・方法を習得させる）。

（3）参加型教育手法研修を実施する（保健チームに健康教育の意味、住民主体の重要

性を認識させる）。

（4）公衆衛生看護行政研修（保健チームに地域の保健士としての業務の重要性を十

分認識させる）。

（5）ライフスキル健康教育研修（保健チームに地域のニーズに基づいた保健活動を

実施する能力をつけさせる）。

１－１－２．住民レベルの保健サービス担当者（保健助手・保健プロモータ・普及ボラ

ンティア・教育インストラクターなど）の総合的能力を向上させるために、

保健チームが伝達研修を行う。

１－２．保健所・学校・村落において、子宮がんに関する健康集会を実施する。

１－２－１．保健チームが住民レベルの健康集会の実施促進・支援を行う。

１－２－２．住民レベルの保健サービス担当者が健康集会を実施する。

１－２－３．保健チームが保健所や村落で健康集会を実施する。

２－１．子宮がん検診における細胞診診断の技術的な質を高める。

２－１－１．誤診率を低下させる。

・細胞診診断技師の診断技術を向上させる。
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・病理診断の結果をフィードバックする。

２－１－２．的確な診断が可能な検体をつくる。

・適切な採取の方法を習得させる。

・適切な塗抹・固定方法を習得させる。

・輸送による影響を軽減する。

・適切な染色方法を習得・遵守させる。

２－２．検査結果の通達が３週間以内に行われることを目標に短縮する。

２－２－１．細胞診診断技師を養成する。

２－２－２．集配システムにかかる時間を２週間以内に短縮する。

２－２－３．細胞診診断にかかる時間を１週間に短縮する。

２－３．保健局内の細胞診診断の実施能力（キャパシティ）を向上させる。

（1）診断用機材の供与を行う。

（2）細胞診診断技師を養成する。
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第２章　終了時評価の方法

２－１　評価用プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）

　本終了時評価では、2003年８月に改定したPDM（バージョン４）に基づいた評価を実施した。

２－２　評価手法

　評価は「JICA 事業評価ガイドライン」に基づき、下記の目的の下実施された。

1）　実施の度合い、成果や効果の相対及び、実施協議、詳細活動計画、そして PDMに基づく戦

略を評価する。

2）　以下に示す７つの基準によりプロジェクトの評価を行う。

3）　選択されたプロジェクトのデザイン、戦略、活動を、プロジェクトによって得られた便益

の継続のための専門家及びカウンターパート（C／ P）の検討・会議を通して検証する。

　評価活動は、プロジェクトの討議議事録（R／D）、活動計画（PO）及びPDMに基づいて、日

本側評価チームとメキシコ側評価チームによって構成される合同評価委員会が実施した。

日本側委員

平良　健康

総括／地域保健

沖縄県 公立久米島病院 院長

沖縄県 福祉保健部 医療技監（国内委員長）

坪井　創

協力計画

独立行政法人 国際協力機構 医療協力部 医療

協力第二課 職員

和田　泰志

評価分析

アイ・シー・ネット 株式会社

シニアコンサルタント ラテンアメリカ事務所

所長

メキシコ側委員

ラケル・エスピノッサ・ロメロ

保健省 リプロダクティブヘルス局 子宮頸がん

予防対策課長

エフライン・デル・アンヘル

外務省 科学技術協力局 課長

ロベルト・バロン・バレンシア

MEXFAMカテマコ支部長（NGO）

マリア･エレーナ・マガーニャ・ラグーネス

ベラクルス州保健局（SESVER） 病院管理部

医療スーパバイザー

表２－１　合同評価委員会構成

　これらの活動には、以下に述べるプロジェクト進捗に関する２側面及び５項目に基づいたプロ

ジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）手法での各成果の分析、取りまとめ及び関係者と

のディスカッションが含まれる。
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プロジェクト進捗に関する２側面：

（1）実　績

　　実績とは、上位目標、プロジェクト目標、成果及び投入についての達成度合いを確認するこ

とである。

（2）実施プロセス

　　実施プロセスとは、実施期間中のプロジェクト活動の実施プロセスを確認することであ

る。

評価５項目

（1）効率性

　　効率性とは、実施プロセスの生産性すなわち、プロジェクトを通じて行われた投入が成果に

対して効率的であったかどうかを検証することである。

（2）有効性

　　有効性とは、プロジェクト目標が期待どおり成果によって達成されているかを検証し、また

外部条件によらず、プロジェクト成果が目標に繋がっているかどうかを検証する。

（3）インパクト

　　インパクトとは、プロジェクトの実施による直接的／間接的、正／負の効果がどのように表

れているかを検証することである。

（4）妥当性

　　妥当性とは、プロジェクト目標及び上位目標が、メキシコ政府の開発政策や受益者のニーズ

に合致しているかどうかを検証することである。

（5）自立発展性

　　自立発展性とは、受益国においてプロジェクトの更なる発展に関し、プロジェクトによって

発現した便益が、当該国の政策、技術、システム及び財政的に持続的であるかを検証すること

である。

２－３　調査項目と情報・データ収集方法

　現地における情報収集については、日本側の長期専門家及び SESVER関係者に対する聞き取

り及び資料収集・分析を通じて行われた。2003年８月に改定されたPDM（バージョン４）を基

に、主な調査項目と情報・データ収集方法について、評価グリッドを作成し、同グリッドに従っ

て評価情報を取りまとめた（PDM、評価グリッド、評価情報については付属資料「終了時合同評

価レポート」を参照）。

　これら評価作業を通じて得られた結論を基に、プロジェクト終了後の更なる成果の進展並び

に自立発展性確保に向けた提言・教訓を導き出した。



－ 7－

第３章　調査結果

３－１　現地調査結果（評価情報）

　現地調査結果は、前述合同評価委員会による検討を経て「終了時合同評価レポート」としてプ

ロジェクト合同調整委員会（JCC）へ提出され、承認された。現地調査結果詳細は付属資料「合

同評価レポート」中の「添付資料１　評価グリッドに基づく評価調査の結果」を参照。

３－２　プロジェクトの実績

（1）専門家派遣

・長期専門家：派遣数 10 名（累計）

　詳細は「合同評価レポート」中「添付資料４　投入に関する資料」を参照。

・短期専門家：派遣数 26 名

　詳細は「合同評価レポート」中「添付資料４　投入に関する資料」を参照。

（2）研修員受入

・カウンターパート（C ／ P）研修：受入数 18 名（今年度予定数６名含む）

　詳細は「合同評価レポート」中「添付資料４　投入に関する資料」を参照。

　・その他の研修（集団、特設）：受入数３名

　詳細は「合同評価レポート」中「添付資料４　投入に関する資料」を参照。

（3）機材供与

・機材供与額：１億 4,998 万 2,000 円

・主要機材　：各種顕微鏡、コルポスコープ、コンピューター、プリンター、健康教育教材等

　詳細内訳は「合同評価レポート」中「添付資料４　投入に関する資料」を参照。

（4）現地業務費

・実績額：6,263 万 5,000 円

　詳細内訳は「合同評価レポート」中「添付資料４　投入に関する資料」を参照。

（5）調査団等派遣

・事前調査団 1998 年 １月14 ～ 28 日

・短期調査 1998 年 10 月１ ～ 17 日

・実施協議調査団 1999 年 ４月８ ～ 18 日

・運営指導調査団 2001 年 １月30 日～２月11 日

３－３　プロジェクトの実施プロセス

　プロジェクトの２本柱である健康教育分野と細胞診分野の双方で、当初計画された枠組み以

外の活動が行われている。当初計画された枠組みに順ずるならば、健康教育に係る活動は、子宮

頸がんに関係する２次予防の活動に絞られるべきであったが、実際には１次予防の活動に大
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きく踏み込んでいる。細胞診分野については、活動は計画どおりに行われたが、コルポスコープ

と治療器のディスプラジア・クリニックへの供与は当初の計画には含まれていなかった。

PROCACUシステムを機能させることを目的として投入された機材（パソコン）も、当初の計画

には含まれていない。また、IMSS-Oportunidad病院（ソンゴリカ）への機材供与は、保健局以外

の組織への機材供与となり、プロジェクトの枠組み外への投入である。

　健康教育の目的は、細胞診を受診する女性を増加させることが目的である。したがって、子宮

頸がんのリスクや発生原因の認知、検査結果の早期返却、検査への不安を取り除く、など、直接

受診に結びつく活動に絞るべきであったが、プロジェクト活動は明らかに計画の枠組みを超

えて実施されている。活動によって保健従事者の意識や行動の変化、モチベーションの発生な

ど、正の効果も明白に出現し、この効果がプロジェクト目標の達成に貢献していると考えられ

る。

　コルポスコープと治療器のディスプラジア・クリニックへの供与、及び PROCACUシステム

改善を目的とした機材の供与は、細胞診システムの改善にプロジェクトの枠を絞っているこ

とから、当初計画にないというだけでなく、プロジェクトの枠組みからも踏み出している。ディ

スプラジア・クリニックに供与された機材は、診断と治療双方に使用される。細胞診診断の確定

には病理診断が不可欠であることから、これらの機材供与は診断の部分について、プロジェクト

の枠組みのなかにあると考えられる。しかし、実際にはディスプラジア・クリニックへの機材

供与が細胞診の受診者の増加に大きく貢献したことから、現実には外部条件の内部化という

意味合いの方が強い。PROCACUシステムの改善を目的としたコンピューターの供与は、上位

目標とプロジェクト目標の指標をはじめ、プロジェクトに直接関する様々な指標の入手を可能

にしたという意味で、プロジェクトに大きな影響を与えた。

　これらの活動の変更は、プロジェクトの枠組み〔プロジェクト・デザイン・マトリックス

（PDM）〕に反映されていないか、反映されていても論理関係が確保されていない。このような

状況になったのは、モニタリングが行われてこなかったためと考えられる。本プロジェクト

ではモニタリングの仕組みは設定されておらず、プロジェクト実施４年目まで実質的に指標は

設定されず、モニタリングが行える状況にはなかった。その結果、実際には活動の変更が行われ

ていても、論理関係の検証も行われず、あるいはその変更がプロジェクトの枠組みの軌道修正

という形で反映されなかった。

　プロジェクトのモニタリングはプロジェクト・マネージメントである。JICAはプロジェクト・

マネージメントのツールとしてプロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）手法を採用し

ている。PCM手法はプロジェクト・マネージメントの手法として優れたツールであるが、その

ツールをプロジェクト側が使いこなせるようにするための配慮に欠けているように思われる。

ツールを採用した以上、プロジェクト側がそのツールを使いこなせるように配慮するのは、採用

した側の責任であろう。上述のように、プロジェクト活動は論理関係が確保されていなかった

り、当初の計画の枠組みの外に活動が踏み出したりしているが、その原因はマネージメント（＝

モニタリング）の欠如にある。のちほど、有効性の項でみるとおり、プロジェクトは目標を達成

しつつあるが、実施プロセスに関しては、決して成功したとはいえない。
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第４章　評価結果

４－１　評価５項目の評価結果

４－１－１　妥当性

　メキシコの国家開発計画2001～2006で｢保健政策はメキシコの開発とひとつの柱である｣とさ

れ、効率性を高め、資金や人材の有効活用を促進し、メキシコ国民全体に保健サービスを拡大す

るとともに、病気の予防に力を入れる、記されている。これらのことから、保健分野は重要性を

保持していると考えられる。国家保健プログラムでは、子宮頸がんの減少を行動指針のひとつ

として取り上げており、子宮頸がん対策の政策的な重要性は確保されている。

　ベラクルス州開発計画において保健分野は、社会分野の計画の冒頭部分に置かれている。そ

のなかで保健分野は基本的な住民のニーズを満たす重要な要素ととらえられている。ただし、

ベラクルス州の州知事選が来年（2004年）に迫っており、新知事着任とともに新たに保健政策が

策定される。しかしながら、国家レベルの開発計画で｢保健政策はメキシコの開発の柱のひとつ

である｣と述べていることから、次政権においても保健分野の重要性はそれほど変わらないと推

測される。ベラクルス保健プログラムのなかでは、悪性腫瘍が最大の死因であり、なかでも子宮

頸がん及び乳がんによる死亡率が高いことから、その早期発見と対策が重要であるとしてい

る。子宮頸がん対策は、保健政策において重要な位置を占めているが、2004 年以降の新たな保

健政策のなかで子宮頸がんがどのような位置づけになるかは今のところわからない。しかしなが

ら、国家レベルの保健政策のなかで子宮頸がんの減少を行動指針のひとつとしていることか

ら、その重要性が大きく変わることはないと思われる。

　健康教育に関して、プロジェクトの理論的な枠組みと、実際に行われた活動の間に、一部論理

性が確保されない点がある。プロジェクトの理論的な枠組みでは、健康教育は２次予防に焦点

を当てるべきであるが、実際には１次予防のための活動が行われている。

　このため、プロジェクトの論理的な枠組みに収まりきれなくなっている。プロジェクトの枠組

みに従えば、健康教育は２次予防の領域内で活動を行うべきであった。

４－１－２　有効性

　プロジェクト目標は現時点で達成されつつあり、プロジェクト目標の達成度は高い。評価サマ

リーによる分析でも、各活動・成果の達成度は適性範囲にある。ただし、健康教育分野の成果

は、保健省プロモーション課の活動の成果でもあることを考慮に入れなければならない。

　細胞診の受診者数は増加しており、目標値にほぼ到達している。子宮頸がんの認知度は、プロ

ジェクト開始時の３割から６割にまで上昇している。また、調査結果から女性の健康意識も向

上していると考えられる。これは、研修を受けた保健チームの知識・技術が向上したこと、保健

チームを中心とする受講者のモチベーションが向上したことを反映したものと考えられる（プロ

モーション課の活動の反映でもある）。他方、細胞診分野では、検体の擬陽性数・擬陰性数とも

に劇的な現象を実現した結果、目標値に迫っており、適性標本数も５割強から７割にまで改善

されている。検査結果の返却期間も現時点で半数は 21 日以内に返却しており、プロジェクト開

始前には６～８か月かかっていたことを考慮すると、飛躍的な改善といえる。

　外部条件であった保健所・ラボの数は増設され、機能している。これら外部条件がプロジェク



－ 10 －

ト目標達成のうえで果たした効果も大きいと考えられるが、ディスプラジア・クリニック及び

PROCACUシステムに対する機材供与を通しての外部条件の内部化による効果も、上記成果を

達成するうえで大きな意味をもっている。

　以上のことから、プロジェクト目標の達成度は高いと判断できる。

４－１－３　効率性

　本プロジェクトの場合、投入機材はそのほとんどが細胞診分野のものであり、これらの機材は

それほど高価なものはない。細胞診分野の機材総額は医療プロジェクトとしてはそれほど大きく

ない。他方、機材供与額に占める健康教育部門の機材の割合は非常に小さい。投入された機材の

利用状況はおおむね良好で、利用度合いも高い。投入時期も適切であった。これらの投入に対

し、子宮頸がんの早期発見率をはじめ、各指標の改善度合いは高く、投入／成果の比較から、効

率性は高いと考えられる。

　投入された人材については、チーフアドバイザーの派遣が中断（不在期間が１年半以上）さ

れず、また、細胞診診断部門の専門家はプロジェクト開始後から長期専門家の派遣が望ましかっ

た。

　プロジェクトの戦略として採用された「カスケード方式」は、中間技術者への技術移転を通

して最終受益者まで便益を浸透させる方式である。カスケード方式は現在保健局で採用されてい

る業務システムに適している。住民に対するアンケート調査、受講者に対するアンケート調

査の結果からも、カスケード方式の効率性は高いと判断できる。

４－１－４　インパクト

　現時点で入手できた子宮頸がんによる死亡率（1999 ～ 2001 年）には、大きな変化はみられな

かった。高度異型上皮・上皮内がんから死に至るまで、一般に数年かかることから、プロジェク

ト実施のインパクトが上位目標レベルで確認されるまでには至っていないと考えられる。今後の

モニタリングが重要である（上位目標へのインパクト）。

　保健省は本プロジェクトの成果を南部９州に波及させることを望んでいる。これは本プロジェ

クトの成果のナショナルレベルへのインパクトととらえることができる。同様にナショナルレベ

ルへのインパクトとして、ベラクルス州から初めて参加・発表した全国細胞診セミナーがあげ

られる。この発表で、他州の細胞診関係者から強い反響が確認されている（ナショナルレベルへ

のインパクト）。

　そのほか、確認された正のインパクトとして、

・ディスプラジア・クリニックの開設とクリニックへの機材供与。医師を含む保健従事者に

｢検査だけでなく治療もできる｣と大きな影響を与えた。それが住民の受診行動にも繋がった

〔カウンターパート（C／ P）部門以外へのインパクト〕。

・プロジェクトの成果を第三国研修に生かしたいという意欲が、保健局に出てきている。

・パパントラのモデル地区で、他組織を巻き込んだ活動が自主的に行われている。

・保健局は、パパントラでの成果のオリサバ地区での展開を開始した。

・細胞診断士の技術レベルが上がったことにより、病理医がよい意味でプレッシャーを受け

ている。

・細胞診診断技師の技術向上は、移動検診の実施に貢献した。
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・プロジェクトはリプロ課とプロモーション課が共同して業務を行う機会となった。

　また、負のインパクトとして、

・細胞診への受診が順調に増加すると、その対応に要する業務も増加する。現在は対応でき

ているが、近い将来、対応が追いつかなくなる可能性は大きい。

・研修への参加は、診断の中断という負の側面をもっている（そのためにWeb を使ったQC

を計画中）。

４－１－５　自立発展性

政策支援継続の見込み：

　メキシコ保健政策は 2006 年まで現行のものが継続するため、国レベルでの子宮頸がんの重

要性は確保される。州レベルでは、2004 年州知事選を迎えるため、新知事の就任とともに保

健政策も新たに策定される。新たな保健政策の内容は不明だが、国レベルでの子宮頸がん

の重要性は確保されているので、州レベルでも優先度はそれほど変わらないと考えられる。

実施機関の組織能力：

　研修を受けた職員のモチベーションは上がっており、この自主的な動きを持続できればオー

ナーシップのある活動が継続できると思われる。

研修を受けた職員の定着率：

　受講者の定着率は高い。

ランニング・コストの割合：

　保健局では、職員の出張にかかる交通費（ガソリン代を含む）や日当・宿泊費を 100％支

出している。また、業務に必要な消耗品についてもすべて賄っていることから、今後の活動

の継続についても、自力での実施可能性は高いと考えられる。

技術の定着度・普及の仕組み：

　保健チームは何らかの形で研修で得た知識・技術を活用しており、伝達研修や健康集会の開

催も行われていることから、保健チームの研修によって習得された知識・技術は定着してきて

いると思われる。ただ、プロジェクト活動で導入を進めた新たな知識・技術の蓄積とその体系

化は行われておらず、この意味ではインプットされた知識や技術の組織的な定着度は非常に

弱い。プロジェクトによって導入された知識・技術を整理して、教材やマニュアルの形で蓄積

すれば、保健局にとっての財産となり、普及・啓発にとっての強力な武器にもなる。既に保健

チームによる階層的な普及・啓発構造をもっていることから、知識・技術の蓄積は、実務レベ

ルの業務強化に大きく貢献することになる。ここまでは保健局から住民レベルに降りていく方

向（従来型）における定着度・普及の仕組みについてである。

　次に、住民レベルから政策・プログラムレベルへのフィードバックの必要性について述べ

る。現在は行われていないが、今後、住民への保健サービスを充実させていくためには、住民レ

ベルでのニーズの吸い上げ、政策・プログラムレベルにフィードバックさせていくことは重要

である。健康教育分野で行われた研修は、住民レベルからニーズをくみ上げる知識や技術を含

んでおり、この知識・技術を体系化して、住民レベルから政策・プログラムへのフィードバック

に使えるようにすれば、上に述べた保健局から住民レベルに降りてくる体系との間に循環が

成立する。これにより、プロジェクトによってインプットされた知識や技術の定着度・普及度は
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更に高まる。

　細胞診診断技師・染色技師についても、技術的な向上は確認されている。また、病理医との連

携強化により、更に診断の質は向上している。業務量の多い細胞診診断技師の現状を踏まえ、

Web による細胞診診断技師の技能把握・向上が計画されており、質の確保への対処も考慮され

ている。自立発展性の確保に向けて、よい方向に進んでいると考えられる。さらに自立発展性

を確かなものにするためには、細胞診診断システムを現在のものよりも熟成化させていく必

要がある。

　言うまでもなく、細胞診の診断結果を確定するのは病理診断（組織病理医による診断）であ

る。プロジェクト活動を通して、染色技師・細胞診診断技師・病理医間の連携が構築され出して

いるが、細胞診診断システムを構成するのは、細胞・組織双方の病理医を含むすべての関係者で

ある。これらの関係者がそれぞれの業務を的確に行うことにより、質の高い（つまり信憑性の高

い）細胞診診断が可能になる。プロジェクトの成果として、細胞診診断の質は向上したと考えら

れる。今後は、細胞診診断の結果を最終診断結果である組織病理診断の結果とつき合わせ、本

来の意味での誤診を減少させていく必要がある。誤診は該当検体のチェックに返っていく。細胞

診診断技師はもちろん、検体をつくった染色技師も、そのチェックに加わるため、関係者はそれ

ぞれの役割の重要性を認識するようになる。また、チェックの結果は再度病理医に返ってい

く。病理医もまた、責任をもった診断が要求される。それは細胞診診断を上記関係者が有機

的に連携する｢システム｣であり、このシステムのなかで、関係者の質は上がっていく。このシス

テムが細胞診診断の自立発展性に不可欠なのである。

４－１－６　貢献・阻害要因の総合的検証

（1）貢献要因について

　　計画内容に関するもの

1）　健康教育でカスケード方式を採用したこと。

2）　子宮頸がんプログラム実施時期とプロジェクト実施時期が一致していること。

　　実施プロセスに関するもの

1）　ディスプラジア・クリニックへの機材供与。

2）　逆説的に、プロジェクトの枠組み(PDM)にしばられなかったこと。

（2）阻害要因について

　　計画内容に関するもの

1）　C／ P 機関の機能を十分把握していなかった。

2）　プロジェクトの枠組みが明確でなかったこと。

　　実施プロセスに関するもの

1）　モニタリングが適切に行われなかったことに加え、それに関する JICA からのサポート

がなかったこと。

2）　プロジェクト管理に関する現場責任者としてのチーフ・アドバイザーの不在期間があっ

たこと。
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４－２　結　論

（1）プロジェクトでは、活動の２本柱として健康教育の普及と細胞診診断能力向上を設定し、検

診受診者の増加を図るとともに、パパニコラウ細胞診診断を適確に行うことによる早期がん

発見数の増加をめざした。実施プロセスにおいて、活動が計画の枠組みを超えたとはいえ、プ

ロジェクトを包含するメキシコ側プログラムとの連携効果により、目標達成に至ったといえ

る。

（2）具体的に各成果を総括すると、健康教育分野では、カスケード方式の研修を通じた保健チー

ムの活性化が、地域レベルでの保健従事者の意識変容・行動変容に結びついた。特にモデル地

区においては、ヘルスプロモーション課の活動が促進要因となり、住民及びその他関係機関

（自治体、他の医療機関など）を巻き込む理想的な結果に結びついた。州レベルでも、ヘルス

プロモーション課による活動との相乗効果により、州全体の細胞診受診者が増加し、目標を

達成した。細胞診分野では、誤診率の著しい低下、適正標本数の増加、検査結果返却期間の短

縮など、当初の目標がほぼ達成され、残る課題についてもプロジェクト期間内に達成可能と思

われる。

（3）プロジェクトの上位目標である子宮頸がん死亡率を低下させることに関しては、現段階で死

亡率低下は確認できないものの、早期がんの発見数が増加したことから、今後最低５年間のモ

ニタリングを行うことで、プロジェクトのインパクトを確認する必要がある。

（4）プロジェクトの運営管理手法としてプロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）を導

入し、計画・モニタリング・評価のツールとしてプロジェクト・デザイン・マトリックス

（PDM）を用いたが、計画と活動に乖離を生じた際に、PDMを修正するなど速やかな対応を欠

いたこともあり、プロジェクト管理に教訓を残した。この背景には、日本側プロジェクトチー

ムの管理者たるチーフアドバイザーの不在期間や、それをフォローすべき JICA 及びベラクル

ス州保健局（SESVER）双方の支援体制が十分でなかったこともある。

（5）保健省及びベラクルス州レベルの保健政策における子宮頸がん対策プライオリティーに変

更はなく、プロジェクトの成果の自立発展性に関しては、実施機関職員の意欲及び定着率が高

いという促進要因がある。しかし、プロジェクトで蓄積された保健技術に関する知識や経験

の定着を図るためには、それら知識や経験の体系化が必要である。具体的には、症例検討会を

通じた染色技師、細胞診診断技師、病理医師間の連携強化による、各専門職の資質向上を図る

ことが求められる。

（6）プロジェクトで蓄積された知識や経験が州内、他州、そして他国へ移転されることは持続的

発展の結果であるが、それら知識及び経験を体系化して研修用教材やカリキュラムにまとめ

る作業が不可欠である。

（7）子宮頸がん死亡率の低下をめざすアプローチには生活環境や生活習慣を改善する１次予防

と、がんの早期発見、早期治療をめざす２次予防と、進行がんの治療を的確に行い生存期間の
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延長をめざす３次予防がある。本プロジェクトの位置は２次予防を主体に１次予防を加味した

ところにあり、成果として早期がんの発見数が増加するが、同時に進行がんが発見される機

会も増える。増えた進行がん患者に適切な医療を施さないと不満が募り、信頼は損なわれ

る。したがって発見されたがんに対する追跡体制と治療体制の整備がこれから重要性を増し

てくる。進行がんに対しては治療のみならず終末期医療、疼痛緩和処置も必要になり、総合

的な医療サービス提供体制が求められる。
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第５章　提言と教訓

５－１　提　言

５－１－１　成果１の自立発展性

　健康教育の推進のために、保健区の保健チームへの継続研修とともに地域住民に対する伝達

講習を行う方式（カスケード方式）は有効性が高い。それをより効果的にするため、保健区レベ

ルで発現しつつある伝達研修の実施事例を継続的にモニタリング／評価し、その結果を取りま

とめてモデル化する。その作業をリプロダクティブ・ヘルス課とヘルスプロモーション課が意

見交換しつつ行うことが、更なる健康教育の推進には不可欠である。

５－１－２　成果２の自立発展性

　細胞診診断及び治療にかかわる複数の専門職（看護師、細胞診診断技師、染色技師、コルポス

コピスタ、病理医）はすべからく細胞診診断の質向上に責任があり、その重要性について共通認

識をもてるよう、セミナー、研修会、症例検討会などに共同参加する機会を増やしていくことが

必要である。あわせて、専門的人材の継続的な養成、医学生及び看護学生に対する学習機会提

供、現職者に対する継続教育システムの整備、そして細胞診診断にかかわる専門職位の確立とそ

の組織強化はいずれも中長期的な細胞診診断の質向上に大きく貢献する要素である。

５－１－３　成果２の自立発展性

　細胞診診断の精度向上のために、陰性例と判断される場合についても、細胞診診断技師及び

病理医が相互に責任をもてるようなシステムを整備することが望ましい。特に、病理医がこ

れまで以上に細胞診診断技師の相談に応えられるような連携強化が必要である。

５－１－４　成果２の自立発展性

　細胞診診断の精度向上のためには、適正な染色がなされないと的確な診断が得られない。本

来、細胞染色と細胞診診断は不可分業務であり、現在の染色技師及び細胞診診断技師は一定の相

互研修を経て、統合されていくことが望ましい。

５－１－５　成果の自立発展性

　プロジェクトを通して要請された人的資源がPROCACUのなかで働き続け、また、供与された

機材がPROCACUのなかで使われ続けることが重要である。これらは長期的に目的を達成し続け

るための決定的要因である。

５－１－６　各成果の伝播（拡大）実施システム

　本プロジェクトの成果の伝播（拡大）は次のようなステップを踏みつつ進めていくことが望ま

れる。

（1）ベラクルス州保健局（SESVER） はプロジェクトの成果を取りまとめ、伝達可能な形に

体系化する（例えば研修カリキュラム作成など）。なお、その際には単にプロジェクトの直

接的な活動成果のみならずSESVERが独自に行ってきた効果的な諸活動の成果も織り込んだ
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内容にする。また、SESVERは伝播活動に必要な環境整備を事前に実施する。SESVERはこ

れらの準備作業計画（Preparation Plan Schedule）及び実施案（実施体制、研修カリキュラム

含む）を作成し、関係諸機関（SSA、SRE、JICA）へ提出する。

（2）メキシコ国内他州への伝播（拡大）については、事前準備段階からSSAがイニシアティブ

をもってニーズ確認及び関係機関間の調整を行うことが必要となる。

（3）南南協力の枠組みの下、周辺諸国への研修実施による伝播（拡大）活動に取り組むにあ

たっては、事前準備段階での外務省科学技術協力局及びメキシコ JICA 事務所がイニシア

ティブをもってニーズ確認、関係各国との調整を行うことが必要となる。

　上記（２）の活動モニタリング／評価は、SSA、SESVER、JICA メキシコ事務所が協力して実

施することとし、（３）の活動モニタリング／評価は、SRE、SSA、SESVER、JICAメキシコ事務

所が協力して実施することとする。

５－２　教　訓

５－２－１　プロジェクトの立ち上げ段階について

　プロジェクトの事前調査～実施協議、また開始当初の段階では、カウンターパート（C／ P）

側の仕組みや状況について時間をかけて理解をもっていくことが効果的な協力のための条件と

なる。双方が十分な対話とコミュニケーションをプロジェクト開始前及び開始当初に図りつつ、

相互に無理のない協力計画、アプローチを模索することが大切であり、そのプロセスを踏むこと

がオーナーシップや自立発展性の向上に資する。

５－２－２　プロジェクト計画と実施について

　プロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）手法による JICA の技術協力プロジェクト

実施において、プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）が固定化したものとなり、実際

の活動と乖離することは避けるべきである。そのためにも、プロジェクトチーム（日本側専門家

チームと C／ P）は、活動のモニタリングを行いつつ、適切に PDM修正を行うべきである。こ

のように、プロジェクトの実施プロセスにおいては、プロジェクトチームとC／P双方が活動の

モニタリングを通じて計画と活動の相互調整を継続的に行うことが重要であり、それが行われず

に計画と活動に乖離が起きた場合は、プロジェクト運営管理に責任を持つ JICA が中心となっ

て、その調整を行うべきである。

５－２－３　政策／システムと技術協力の相乗効果について

　本プロジェクトの細胞診分野での大きな成果は、メキシコ側の PROCACU2000 と日本側の技

術協力（細胞診診断の質の向上に関する技術協力）との相乗効果によるものである。このように

協力相手国側での新たな政策／システムの導入に時を合わせ、かつそれを補完するための技術

協力は大きな成果に繋がるといえる。
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３．ミニッツ（終了時合同評価レポート含む）

　３－１　スペイン語オリジナル

　３－２　日本語訳

４．帰国報告会発表資料
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